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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は企業活動に係わる法令を遵守し、また社会的良識に従い、健全な企業活動を行います。このために、当社およびグループ会社の全役員・
社員が遵守・実践すべき最高規範として「グループ企業行動憲章」およびその行動方針としての「グループ企業行動憲章実行要点」を定めており
ます。そのような公正な企業活動を通じて、会社の持続的発展と企業価値の最大化に努めております。また、経営の透明性および公正性の確保
をはじめとして、意思決定の迅速化などの経営革新をたゆまずに進めることを当社の基本方針としております。さらに株主等関係先への情報ディ
スクロージャーなどのIR活動にも積極的に取り組み、コーポレートガバナンスの実効性の確保を図っております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則４－８．独立社外取締役の有効な活用】

当社は、現在１名の独立社外取締役を選任していますが、当社の事業内容、事業規模から勘案すると、独立社外取締役が１名でも機能は十分に
果たしており、問題はないと考えております。なお、複数化については十分認識しておりますので、法改正等周辺環境の動向を注視しながら検討し
てまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．いわゆる政策保有株式】

当社は、取引先との良好な関係維持や業務遂行の円滑化を図るなど、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合、取引先の
株式を取得し、保有することがあります。また、毎年、取締役会において、主要な政策保有株式の保有目的、合理性について検証します。政策保
有株式の議決権の行使については、当社の保有目的に資するものであるか株主価値を毀損するものではないかを勘案し、適切に議決権の行使
を行います。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

当社が、当社の役員や主要株主等との取引を行う場合には、コーポレートガバナンス・ガイドライン第６条に定めるとおり、当該取引が当社及び株
主共同の利益等を害することの無いよう、取引条件が一般の取引と同様である事が明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会の
承認を得るとともに、事後に経過報告を行わなければならない、としております。

【原則３－１．情報開示の充実】

（１）当社の経営理念、ビジョン及び中期経営計画については、当社ホームページにて開示を行っています。http://www.kawakin.co.jp

（２）当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、コーポレートガバナンスガイドラインを策定し、ホームページ
において開示しています。また、ホームページで有価証券報告書を開示し、コーポレートガバナンスの状況において企業統治の体制を掲載してい
ます。

（３）取締役の報酬については、世間一般及び事業の動向を参考に総務担当役員が立案し取締役会にて承認を得ております。

（４）役員の指名及び手続きについては、代表取締役が当社グループの企業価値向上に資する広範な経験等を備え、あるいは経営の監督機能発
揮に必要な出身分野、出身業務における実績と見識を有する者を候補者として、独立社外取締役等の社外役員が参加した取締役会にて審議の
うえ、選任し株主総会に諮っております。また、監査役候補については、監査役会の同意を得て取締役会にて審議のうえ、株主総会に諮っており
ます。

【原則３－１．情報開示の充実（５）】

現在選任されている取締役・監査役については、株主総会の招集通知にて個々の選任理由を開示しています。

また社外取締役・社外監査役については、株主総会の招集通知に加えて、本コーポレートガバナンスに関する報告書においても選任理由を説明
しています。（本報告書Ⅱ－１項をご参照ください）。

【補充原則４－１．（１）】

取締役会が経営陣に委任する範囲については、コーポレートガバナンス・ガイドライン第１１条に定める、取締役会において決定すべき下記６項以
外の業務執行上の決定についてとしています。

（１）法令上取締役会が定めることとされている事項　

（２）経営理念、ビジョン、中期経営計画等取締役会が決定することと定める事項及び単年度予算　

（３）決裁基準規程等重要社則　

（４）会社が重大な法令違反を犯した場合における対応方針等　

（５）重要な訴訟に関する事項　

（６）前各号の事項と同視できる程度の重要事項

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社が指名する独立社外取締役は、東京証券取引所の判断基準を満たしており、また、「社外取締役の独立性判断基準に関する規程」をホーム
ページで開示しています。

【補充原則４－１１．（１）】

取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他の経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関との



位置付けから、上記［原則３－１　情報開示の充実（４）］に基づく取締役の選任を基本方針としています。なお、ホームページで有価証券報告書を
開示し、コーポレートガバナンスの状況において企業統治の体制を掲載しています。

【補充原則４－１１．（２）】

取締役及び監査役の他社役員の兼任状況については株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書等を通じ
開示し、合理的な範囲に留まっていると判断しております。

【補充原則４－１１．（３）取締役会全体の実効性についての分析・評価の概要】

取締役会の機能向上を目的として、各取締役が毎年自己評価を行い、取締役会はそれを参考に取締役会全体の実効性について分析・評価を行
うこととしています。

2017年３月期につきましては、全取締役および監査役に対しアンケートを実施し、社外取締役による総括を基に取締役会においてディスカッション
することにより、取締役会の実効性に関する評価・分析を行いました。

評価結果につきましては、取締役会は重要な業務執行に関する意思決定について活発な議論が交わされる体制が整っており、一部改善の余地
はあるものの概ね適切に運用されていると評価いたしました。今後も運営方法の改善を積み重ね、更なる取締役会の実効性の向上に努めてまい
ります。

【補充原則４－１４．（２）】

取締役、監査役のトレーニングの方針については、コーポレートガバナンス・ガイドライン第２２条に定める以下のとおりとしています。

１．当社の新任取締役は就任３ヶ月以内に、会社法や金融商品取引法などに係る法的責任を中心として外部セミナーに会社の費用にて参加する
ものとする。

２．当社の取締役及び監査役は競争法、インサイダー取引、反贈収賄などのコンプライアンスに関する研修を適宜受講するように努める。

３．当社は、社外取締役、社外監査役に対し、就任時に、当社グループの事業、財務、組織の状況、経営環境及び経営課題につき、所管部署又
は担当役員等から説明を行い、十分な理解形成に努めなければならない。

４．社外を含む当社の状況、コーポレートガバナンスその他の事項に関して、常に能動的に情報を収集し、研鑽を積まなければならない。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

株主との建設的な対話を促進するための方針は、コーポレートガバナンス・ガイドライン第２４条に定める以下のとおりとしています。

１．ＩＲ・広報を担当する取締役は、株主との対話全般について総括を行い、建設的な対話が実現するよう目配りを行う。

２．個別面談以外にも、アナリスト向け投資家説明会の開催や、ウエブサイトを活用したＩＲ活動などを行う。

３．対話において把握された株主の意見・懸念を経営陣幹部等に対して適切かつ効率的にフイードバックするため、当該意見・懸念を受領した場
合、内容の重要性などに応じて適宜取りまとめて取締役会に報告する。

４．株主との対話に際して、インサイダー情報が漏洩するのを防止するため、株主との個別面談や投資家説明会を行う際には、インサイダー情報
の有無を確認し、その点に言及しないよう留意する。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

川崎汽船株式会社 14,040,000 47.85

東京海上日動火災保険株式会社 1,104,000 3.76

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 940,000 3.20

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 864,000 2.94

三井住友海上火災保険株式会社 598,000 2.04

川崎近海汽船従業員持株会 417,000 1.42

小池恒三 403,000 1.37

北海運輸株式会社 350,000 1.19

株式会社栗林商会 304,000 1.04

株式会社ダイトーコーポレーション 278,000 0.95

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 川崎汽船株式会社　（上場：東京、名古屋、福岡）　（コード）　9107

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第二部

決算期 3 月



業種 海運業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社の親会社は、東京証券取引所第一部等に上場しております川崎汽船株式会社であり、当社は、親会社を中核とした海運業グループに属して
おります。しかし、その事業活動が遠洋海上輸送および近海地域でのコンテナ輸送である親会社に対して、当社は、近海地域における小型在来
船貨物輸送ならびに内航船およびフェリーによる国内海上輸送を主たる事業としており、親会社からの事業上の制約を受けることはなく、独自に
事業を展開しております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 12 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

陶浪隆生 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

陶浪隆生 ○ ―――

三井物産㈱常務執行役員やＪＡ三井リース㈱
代表取締役を歴任され、経営について豊富な
経験を有しており、人格、見識ともに高く、客観
的立場から経営を監督し重要な意思決定に参
画いただけるものと判断しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している



定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は会計監査人および内部監査室と定期的に情報交換の場を持ち、それぞれの監査方針、監査計画、進捗状況、監査結果について情報の
共有を図り、相互連携を取ることにより、監査の実効性を高めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

倉富正敏 他の会社の出身者 △

鈴木修一 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

倉富正敏 　 ―――

金融機関における長年の経験があり、財務お
よび会計に関する幅広い知識と第三者の視点
から公正な監査を行っていただけるものと判断
しております。

鈴木修一 ○ ―――

弁護士として長年の実務経験があり、法務に
関する専門的な経験と知識により当社の監査
業務を第三者として十分に遂行し得るものと判
断しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】



取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

過去一度、平成15年に業績向上へのインセンティブを高めることを狙い、ストックオプションとして当社の取締役および従業員ならびに子会社の取
締役に対し、新株予約権の無償発行を実施いたしました。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

第51期（自平成28年４月１日　至平成29年３月31日）事業年度における取締役に対する役員報酬は349,962千円であり、役員賞与、退職慰労金を
含み、使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額は含んでおりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

特段のサポート体制はありません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社の取締役会は12名の取締役（うち１名は社外取締役）で構成され、会長が議長となり経営の基本方針、重要事項の決定をするとともに、取締
役の職務の執行を監督しております。常務会及び取締役会は毎月１回以上開催しておりますが、書面決議制度も導入した機動的な取締役会の運
営を図っています。　社外取締役は独立役員に指定されています。

当社は監査役制度を採用しており、当社業務に精通した常勤社内監査役１名及び社外監査役２名の合計３名で構成し、社外監査役の内１名は独
立役員に指定されています。　

また独立した内部監査室を設け、業務執行者自身が当該業務を適正に実施しているか監査しております。会計監査は、新日本有限監査法人によ
り監査を受けております。監査役会と内部監査室及び会計監査人は定期的に情報交換の場を持ち、相互連携により監査の実効性を高めていま
す。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、社外取締役及び社外監査役による取締役会の監査、監視機能により、経営の透明性及び公正性の確保を始めとして、会社の持続性発
展と企業価値の最大化に努め、株主等ステークホルダーの信頼に応える体制を選択しています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 総会日18日前に発送。

集中日を回避した株主総会の設定 株主総会集中日を避けて開催することとしています。

その他
東証および自社ホームページに招集通知（事業報告含む）・決議通知を掲載しています。
東証への招集通知の掲載は発送の９日前に行いました。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催 平成27年より６月の株主総会後、出席株主との懇談の場を設けております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

毎年、第２四半期および期末決算内容につき説明会を実施しています。 あり

IR資料のホームページ掲載 http://www.kawakin.co.jp/ir/

IRに関する部署（担当者）の設置 総務部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

平成19年２月19日、親会社である川崎汽船の「グループ企業行動憲章」を当社グループの
行動規範として採用いたしました。これに伴い、当社独自の「グループ企業行動憲章実行
要点」を制定し、具体的実行指針を示しました。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 川崎汽船グループの1社として、ISO14001認証を取得。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

（１）コンプライアンスの体制

当社およびグループ会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合するための体制

１．コンプライアンスの基本方針として、親会社の定めるグループ企業行動憲章を採用するとともに、当社および当社グループにおける行動規範と
して、同憲章の実行要点を定める。

２．コンプライアンスの統括組織として、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備および維持を図る。

３．コンプライアンスの推進維持のためのプログラム（当社およびグループ会社の取締役および使用人を対象とする教育等）を策定し、実施する。

４．当社およびグループ会社の取締役および使用人に対し、当社およびグループ会社の業務運営に係る法令違反行為についての報告義務を課
すとともに、一方で直接通報できるホットライン制度（内部通報制度）を設ける。

５．反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、取引関係その他一切の関係を持たない組織にする。

（２）情報保存管理体制

当社およびグループ会社の取締役および使用人の職務の執行に係わる情報の保存および管理についての体制

１．株主総会、取締役会の議事録および関連資料等、またその重要な文書については社内文書管理規程に基づき保存・管理を行う。

２．情報セキュリティ規程等の情報管理に係わる規程を定め、情報の効率的利用とともに社外流失防止に努める。

(３)　リスクの管理体制

１．市況・市場のリスク

　船舶投資等の海運市況、為替、燃料油価格等を、当社の定例取締役会および営業連絡会において状況把握・議論を行い、決裁基準に沿った決
裁を実施する。

２．船舶運航に伴うリスク

　船舶の安全運航推進および事故対応の組織として安全運航推進委員会を設置し、定期的に具体的案件のレビューと安全運航に向けた対応の
確認を行う。

３．大災害のリスク

　大規模地震、新型インフルエンザ蔓延等による大災害に対する組織として災害対策委員会を設置し、防災および減災の推進ならびに災害発生
時における業務継続を含む速やかな対応を行う。

（４）業務執行体制

当社およびグループ会社の取締役および使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

１．毎年経営計画を策定し、毎月その進捗状況を取締役会等で確認する等の管理を行う。

２．取締役会の書面決議制度を導入し、迅速な運営に資する体制とする。

３．事案の決裁、また決定事項の効率的な執行のために、決裁および職務権限、組織体制に係わる規程の整備を行う。

４．社内の規定等は関連する法令等に準拠して制定し、当該法令等の改廃があった場合には速やかに規程等の改廃を行う。

５．当社およびグループ会社のリスク管理、内部統制の適切性、有効性を検証・評価する機能を担う、独立性を備えた内部監査組織を設置する。

６．内部監査にあたっては、必要に応じ監査役および会計監査人との間で協力関係を構築し、内部監査の効率的な実施に努める。

（５）グループ管理体制

当社ならびに親会社および子会社からなる企業集団の業務の適正を確保する体制

１．グループ会社における業務の適正を確保するための行動指針として、親会社が定めたグループ企業行動憲章を採用するとともに、当社および
グループ会社の具体的行動指針を定める。

２．当社の子会社・関係会社について、当社は関係会社業務処理規程を定めて経営管理を行う。

３．当社の子会社・関係会社に係わるコンプライアンス等の重要な事実が発生した場合には、取締役または子会社・関係会社により監査役に報告
する体制とする。

４．内部監査組織は内部監査の基本方針に基づき、毎年内部監査計画を策定のうえ、必要に応じて子会社に対する監査を実施し、改善点の指
摘・提言を行う。

（６）監査役監査の体制

監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

１．監査役が求めるときは、その職務を補助するための使用人を配置する。

２．監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指揮命令に従い、その人選にあたっては監査役と事前に協議し、当該使用人の人事異動につい
ては常勤監査役の同意を得たうえで決定する。

３．当社およびグループ会社の取締役および使用人は以下の事項について監査役に報告を行う。

　・報告者に対しては報告を理由に不利な取扱いを受けないようにする。

　・会社およびグループ会社に著しい損害を与えるおそれのある事実、法令または定款に違反する重大な事実

　・内部通報制度での通報状況、また通報された事実のうち、コンプライアンス委員会にて重大なコンプライアンス違反と判断された事実

　・内部監査の実施状況およびその結果

　・その他監査役が報告を求める事項

４．その他監査役監査の実効性確保のために整備を行う。

　・監査役は取締役会に出席するほか、他の定められた重要な会議にも出席する。

　・代表取締役は、監査役と定期的に、また監査役の求めに応じ、意見交換を行う。

　・内部監査組織は、監査役と定期的に、また監査役の求めに応じ、意見交換を行う。

　・監査役は、会計監査人と定期的に意見交換を行う。

　・当社およびグループ会社の取締役および使用人は、監査役の監査活動に誠実に協力する。

　・当社は、監査役が監査実施のために所用の費用を請求するときは、その職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担

　 する。

（７）財務報告の信頼性を確保するための体制

１．会計処理の適正性および財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係わる内部統制を整備し、その有効性を定期的に評価する。

２．経営関連情報を適切に管理し、適時、正確かつ公平に開示する。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たな
い社内体制を整備しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

コーポレート・ガバナンス体制図




